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本日の説明

1. 保全実態調査と年間スケジュール

2. 官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)の

活用とｅラーニング等について
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１-１. 保全実態調査は何に基づいて行う？

●被害を未然に防ぐには、適正な保全が不可欠です。
保全実態調査は､｢官公法第13条第2項｣に基づき、
各省各庁の保全の実態を把握するために行います。

（国家機関の建築物に関する勧告等）

［第13条］
国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施
設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を
定め､その実施に関し関係国家機関に対して、勧告
することができる。

２ 国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機関
の建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びにこれ
らの 保全に関して必要な報告又は資料の提出を求め
ることができる。

３ 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施
設の保全の適正を図るため、必要があると認めると
きは、 部下の職員をして、実地について指導させる
ことができる。

保全の基準は、所有又は
賃借等の権利関係にかか
わらず、すべての国家機
関の建築物等に適用され
ます。

保全実態調査により
保全状況を把握します。

必要に応じ、国土交通省
の職員が保全実地指導を
行います。

＊【e-ラーニング初級編①】｢保全実態調査の概要とBIMMS-Nの基本操作」より 2

１-２. 保全実態調査の概要

（１）調査対象範囲
すべての国家機関の建築物及びその附帯施設

（２）調査対象年度
前年度の保全状況について、調査します。

（３）調査実施期間
毎年度１回（5月下旬～８月上旬）

（４）調査内容
1. 施設の概要等
2. 保全の体制、計画及び記録等
3. 点検等の実施状況
4. 施設の状況
5. 維持管理費（光熱水費など）

●保全実態調査は、各施設の保全担当者がインターネット経由でBIMMS-N
（通称：ビームスエヌ）にアクセスし、調査票に入力して回答します。

＊【e-ラーニング初級編①】｢保全実態調査の概要とBIMMS-Nの基本操作」より 3



●保全実態調査の具体的な調査項目は
右表のとおりです。

＜ポイント＞
■宿舎は、特記の｢宿舎｣の項目のみ。
■以下の施設は、特記の｢基礎情報｣の

項目のみ。
＊小規模施設（延べ面積が10㎡以下）
＊無人施設 （職員が点検等及び保守

の目的以外に滞在しない施設）
＊公借・民借施設
＊貸し付け施設

ただし、インフラ長寿命化行動計画の
対象施設の場合はすべての項目が対象。

なお、BIMMS-Nシステムにて管理する
施設名を検索すると、施設ごとに
回答すべき調査票が自動的に
表示されます。

１-３. 保全実態調査の調査項目
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１-４. 年間スケジュール(保全実態調査関係)
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4月 ・ ・ 7月 ・ ・ 10月 ・ ・ 1月 ・ ・
お問合せ先

(窓口)
○営繕部 調整課

○岐阜県･愛知県･三重県

→営繕部
保全指導･監督室

○静岡県

→静岡営繕事務所

③保全実態調査
結果を送付

(11月末頃)

⑤保全実地指導・支援

9 月～2 月：実施予定
＊該当の各官署へ：電話、メール( 書面) 、現地確認等

(入力期間：
・第１グループ：5 月下旬～7 月下旬

・第２グループ：6 月上旬～8月上旬)

②BIMMSーN入力内容の
確認・修正

＊不明な点等：各官署へ電話、メールで確認

▲本省：確定処理 10月11日
・保全実態調査の回答を確定
・ただし､修正期間を設定しており、

変更がある場合は3月7日までに確定
＊確定後､上記期間以外は変更不可

①は､全施設対象
③は､保全実態調査対象施設のみ

(基礎情報対象施設は除く)
②④⑤は､該当施設のみ

●保全実地指導・支援 (主な対象)
ａ）総評点が８０点以下。
ｂ）建基法12条､官公法12条､官公法13条を

行っていない。
ｃ）個別施設計画の作成や更新を行っていない。
ｄ）｢消防・防災｣｢外壁の状況｣

｢避難経路の障害物｣に支障あり。
となっている施設(建物)

①保全実態調査

*総評点などは、施設保全状況診断表をご覧ください(P11参照)

④施設の追加･
削除･資産ｸ゙ ﾙー ﾌ゚
変更調査
(2月頃)



●前年度の保全実態調査において､①～④を全て作成していると回答した施設は、
翌年度の調査から更新状況を回答。

●｢更新｣
・見直しを行った場合は､｢更新(見直し)を行っている｣を選択。
・見直しの必要がないことを確認した場合は「更新(確認)を行っている」を選択。

＊中長期保全計画は5年以内毎に見直しを行う。

①

②

③

④

【作成状況】

①年度保全計画 ②中長期保全計画 ③｢点検及び確認結果｣の記録 ④修繕履歴

④

②

③

① ５年以内毎に
見直しを行う

【更新状況】
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①～④について
未作成施設、更新(確認又は見直し)を行って
いない施設は、電話やメールで状況を確認する
場合があります。ご協力をお願いします。

１-５. 保全実態調査 ｢個別施設計画等の更新｣について

１-６. 保全実態調査 「外壁の状況」について

●建物の外壁の劣化状況について､
該当する項目を選択

＊備考欄に外壁の状況についても
記入できます。
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落下した外壁タイル

施設の維持管理状況
→ 安全性及び執務環境に関わる

施設状況
→建築・附帯施設 外壁の状況



個別施設
計画

１-７. 保全から予算要求へ

●12条点検等､中長期保全計画､点検記録や修繕履歴等を活用して､予算要求へ

個別施設計画
施設の中長期保全計画、
点検記録や修繕履歴
から、目安となる時期と
要求金額を想定。

予算要求

○○合同庁舎
外壁改修工事
(設計､工事)

予算化・改修へ

＋

↓

例
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【 改善案の作成 】

●定期報告制度における外壁のタイル等の調査について
国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000161.html

12条点検等
例

点検結果
外壁にひび割れとタイル
の浮きが見られる。
周囲の安全対策を行い、
打診調査と修繕が必要。

１-８. 施設の追加・削除・資産グループ変更

１．施設を追加（新規取得施設・未登録施設）
今年度に取得した施設(新築)  *移転･敷地内建替えを除く

＊下記の場合は、翌年度に各施設情報を変更し回答するため申請対象外
・移転した場合は、住所・建築物情報等を変更
・敷地内の建物を新築・増築・取壊した場合は、建築物情報を変更

それ以前に取得しBIMMS-Nに未登録の施設

２．施設を削除（取り壊し施設・二重登録施設）
用途廃止し今年度中に取り壊す施設 *移転･敷地内建替えを除く

二重登録、削除漏れの施設

３．施設の資産グループ変更（所管換）
今年度に省庁間で所管換された施設。

＊下記の場合は、各施設情報を変更し回答するため申請対象外
今年度に用途廃止の施設(取り壊しは別年度)や無人化施設､民間ビルへ
移転をする場合(基礎情報調査へ変更申請)

9※ 申請様式は、BIMMS-N 「調査関係資料」からダウンロード可能

●翌年度の保全実態調査等に先立ち、各官署が所管する国家機関の建築物等の状況
(追加施設、削除施設、資産グループ変更施設)を調査。 ＊調査は2月頃に依頼
この情報に基づいて、次年度の調査前にBIMMS-Nの施設情報を更新。

A省 B省
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●各機能と各種マニュアルのダウンロードは、左側のメニューから利用できます。

↑メニュー

（拡大）

２-１. 各機能の操作

⑥｢各種マニュアル等｣を
ダウンロード

③｢点検記録｣
④｢修繕履歴｣
⑤｢中長期保全計画｣
を作成･保存

⑦｢点検リマインダー｣
点検対象の登録と
実施時期の確認

②｢保全の評点｣を出力

①｢保全実態調査｣
調査票を入力･閲覧

*①は、入力期間限定

②～⑦は通年利用可能
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２-２. ②保全の評点について（評価・分析機能）

①総評点

●施設保全状況診断表は保全実態調査にて入力された過去３年分の保全の評点、
エネルギー使用量、コスト管理のデータを数値化及び表・グラフ化したもの。
結果を可視化することで、わかりやすく把握できるツール。

■基本情報

■評点 ■エネルギー使用状況 ■コスト管理

2015 2016 (最新) 2015 2016 (最新)

100 100 100 200 200 200

50 100 100 200 200 200

50 100 100 200 200 200

50 100 100 0 200 200

50 100 100 100 100 100

60.0 100.0 100.0 100 100 100

2015 2016 (最新) 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100

50 50 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 50 50 100 100 100

100 50 50 100 100 100

100 100 100 100 100 100

50 50 50

100 100 100 88.9 100.0 100.0

100 100 100

100 100 100

92.3 84.6 88.5 80.4 94.9 96.2

■評点グラフ

建築・附帯施設　漏水の
状況

冷却塔・加湿装置等の清
掃等

施設使用条件適合の可否
（建築）

評点 総評点

設備機器
給水設備の飲料水・雑用水
の遊離残留塩素等の検査

避難経路等における障害
物の有無

ばい煙発生施設のばい煙
量又はばい煙濃度の測定

評点

家具の転倒防止対策

施設使用条件適合の可否
（設備）

建築・附帯施設　外壁の
状況

空気環境の測定

熱環境（冷暖房の状況）
浄化槽の水質検査、保守
点検、清掃

衛生環境
簡易専用水道の水槽の清
掃

消防・防災
清掃等及びねずみ等の防
除

清掃 排水設備の清掃

昇降機の点検

支障がない状態の確認

評点
危険物を取り扱う一般取
扱所等の点検

点検及び確認結果の記録

年度保全計画書の作成

中長期保全計画書の作成
建築物の昇降機以外の建
築設備の点検

修繕履歴の作成 消防用設備等の点検

空気環境 機械換気設備の点検

照明照度
ボイラーの性能検査、定
期検査

施設状況
事業用電気工作物の保安
規定による自主点検

敷地内建物の延べ面積（国財）

建物棟数

－エネルギー使用の特殊な施設

施設保全責任者の有無
建築物の敷地及び構造の
点検

市町村

保全計画・記録 定期点検

施設保全状況診断書 職員数合計

施設識別コード

機関コード

施設名称 都道府県
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２-３. ③点検記録､ ④修繕履歴

●点検記録：法定点検等の結果を記録

● 修繕履歴：修繕（部品交換、修理、リニューアル等）の内容や金額を記録

＊保全台帳(点検記録､修繕履歴)は、施設の現状把握（備忘録）となるほか、

予算要求時や中長期保全計画策定時の基礎資料として活用できます。

保全台帳　様式２　　

点検及び確認記録 施設名称： 【講習会用】（国交大研修）庁舎（１班）

点検･確認項目 関係法令 対象の有無
(有:○､無:×)

点検周期
最終点検
実施年月

次回点検
実施年月

実施結果 問題の内容 備考

1 建築物の敷地及び構造の点検
建基法第12条
官公法第12条 ○ 3年 2013年7月 2016年7月 問題なし

2 建築物の敷地及び構造の点検
建基法第12条
官公法第12条 ○ 10年 2013年7月 2023年7月 問題なし 外壁タイル点検（全面打診調査）

3 昇降機の点検
建基法第12条

人事院10-4第32条 ○ 1月 2015年7月 2015年8月 問題なし 昇降機保守点検業務

点検記録の作成例

点検・確認項目 点検実施年月（最終、次回） 点検結果

施設名称： 【講習会用】（国交大研修）庁舎（１班） 保全台帳 様式３

修繕履歴

1 2015年 3月 エレベーター設備工事 国土交通省営繕部 【庁舎改修】,エレベーター(1基増設),(2014/9～2015/3) 39,000,000 ▲▲建設工業

2 2012年 7月 給水管補修 管理省庁 【庁舎改修】,給水(屋外給水管改修),(2012/3～2012/7) 2,500,000 ▲▲設備

3 2011年 9月 別館外壁改修工事 国土交通省営繕部 【別館改修】,外壁(全面),(2011/5～2011/9) 15,000,000 ○○組

番号 実施年月 件名 発注者 修繕内容 金額（円） 受注者

修繕履歴の作成例

修繕実施時期・件名 修繕内容 修繕金額
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２-４. ⑤中長期保全計画

●個別の施設毎に、建築物の主要な部位別の修繕等を行う目安となる時期と

大まかな金額を把握することができます。

●複数施設の中長期保全計画を集計することができ、全体の支出平準化を図りつつ､
効率的な修繕等の実施に役立ちます。

● 中長期保全計画を活用し、予算を計画的に要求することが重要です。
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ピークカットを検討
まとめて発注を検討

②複数施設の中長期修繕需要予測
複数施設の中長期保全計画を集計して、

中長期における修繕費の需要を予測
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累
積

[
千

円
]

単
年

[
千

円
] 機械

電気

建築

累計

分割して単年度予算の支出を平準化

関連部位をまとめて発注して経費削減

③効率的な修繕等の実施

建築物の主要な部位について、
各年で必要となる修繕費の
大まかな金額を表示

①個別施設の中長期保全計画作成
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背景色の凡例
①実施日の入力後 ：白色
②実施予定日の90日前～30日前 ：緑色
③実施予定日の30日前～1日前 ：黄色
④実施予定日（以降過ぎると） ：赤色

２-５. ⑦点検リマインダー

◆必要な法定点検が表示される機能
階数や延べ面積等の基本情報の入力により、必要な点検項目が表示されます。

◆予算要求時期を表示する機能
予算要求を促すメッセージが表示されます。

◆点検実施状況を一覧できる機能
施設の点検実施状況を一覧表示できます。

◆注意喚起メッセージ等を表示する機能
点検実施時期が適正に入力されていると、点検の実施時期が近づいている建物
に対し自動的に注意喚起を促すメッセージが表示されます。

●法定点検未実施施設について、実施率の向上を目的として開発されたツール

【未実施の理由】

①必要な点検を把握していない ②点検に必要な予算を確保していない

③必要な時期に点検を発注していない
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２-７. BIMMS-Nの e-ラーニング について

●初めての施設保全担当者の方が、好きな時間に効率よく操作説明を
確認出来るようにe-ラーニングをHPに掲載しています。

中部地方整備局 営繕部HP 保全担当者の皆さまへ～適正な保全のために～

https://www.cbr.mlit.go.jp/eizen/hozen/hozen_tantou.htm

掲載内容

→保全関係の
ページ(官庁施設
の保全・長寿命化)

中部地方整備局営繕部HP トップページ

スクロールしていくと…

「保全担当者の皆様へ～適正な保全のために～」 を クリック



２-８. 保全の現況、パンフレット

2)パンフレット

国の施設の保全に関する理解を深めていただくため、パンフレット配布しています。
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1)国家機関の建築物等の保全の現況

保全実態調査の結果を基にとりまとめ年次報告。あわせて保全関連法令の概要や
改正情報等を掲載しています。

*国土交通省官庁営繕部のHPよりダウンロードできます。
HP : 官庁施設の保全に関する法令・基準類

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000006.html

*国土交通省官庁営繕部のHP、BIMMS-Nの「調査関連資料」より
ダウンロードできます。


